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令和３年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その６ 

令和３年３月８日（月） 

                                     

（午後３時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 この際、当局より発言の申出がありますの

で、これを許します。 

○議長（土井裕美子君）危機管理監。 

○危機管理監（上田力也君）先ほど４番議員

の再質問における答弁の中で、過去の被害を

表現する上で、実績という言葉で発言しまし

たが、正しくは事実ということで訂正をお願

いしたいと思います。申し訳ございませんで

した。 

○議長（土井裕美子君）ご了承願います。 

 それでは、日程に従いまして一般質問を行

います。 

 順番５、５番 板橋さん。 

〔５番（板橋真弓君）登壇〕 

○５番（板橋真弓君）ただ今、議長のお許し

を頂きましたので、通告に従い一般質問させ

ていただきます。 

 今回の一般質問、１項目めといたしまして、

産後ケア事業についてお伺いします。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の状況に

より不安を抱える妊産婦や家庭がある中で、

誰もが安心・安全な子育て環境を整えるため、

母子保健サービスの強化は重要です。 

 特に、孤立しがちな産後鬱など、退院直後

の母子に対して心身のケアや育児のサポート

を行い、産後も安心して子育てできる支援体

制の強化が必要となっています。 

 橋本市の産後ケア事業についてお伺いしま

す。①橋本市の現状について、②産後ケア事

業の今後の取組について。 

 次に、２項目めとしまして、隅田中学校区

の子どもたちの安全を確保するためにと題し

まして、県道山内恋野線についてお伺いしま

す。 

 県道山内恋野線は恋野橋の架け替えによっ

て、ダンプカーなどの大型車両等が頻繁に通

るなど交通量が増えてきています。国道24号

から市道高橋中学校線までの南北に縦貫する

区間は、隅田中学校に通う多くの生徒の通学

路になっています。一部の区間が整備されま

したが、ＪＲの踏切や歩道のない箇所もある

ため、非常に危険な状態です。子どもたちが

安全に登下校するために、早期に歩道等の整

備が必要と考えられます。 

 次の二点において、本市の考えをお伺いし

ます。①通学路の安全性について、②県道山

内恋野線の拡幅及び歩道の必要性について。 

 以上２項目を私の壇上からの１回目の質問

といたします。ご答弁よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さんの質

問項目１、産後ケア事業に対する答弁を求め

ます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）産後ケア事業

についてお答えします。 

 産後ケア事業とは、安心して子育てができ

る環境を整備することを目的として、産後の

育児支援を特に必要とする母子に対し、心身

のケアや育児に関する指導等を行うことを目

的に実施するもので、宿泊型、デイサービス

型、アウトリーチ型の三つの事業があります。 

 宿泊型は、対象者を医療機関等の施設に宿

泊させ、食事の提供、保健指導等を実施する

ものです。デイサービス型は、対象者を施設

に通所させ、保健指導等を実施するものです。
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最後に、アウトリーチ型は、助産師・保健師

等が対象者の自宅等を訪問し、保育指導等を

実施するものとなっています。 

 まず、一点目の、橋本市の現状としては、

平成29年度に子育て世代包括支援センターを

設置してからは、妊娠期から18歳までの切れ

目のない支援に努めてきましたが、その中で

も特に力を入れてきたのは妊娠期からの早期

支援です。孤立しがちな退院直後の母子に対

する支援は虐待防止の観点からも重要となる

ことから、より一層充実・強化してきていま

す。 

 支援の程度は様々ですが、要支援妊婦とし

て支援した数は、平成29年度で51人、13.9％、

平成30年度で81人、21.3％、令和元年度で101

人、26.6％となっており、出生数は減少して

いるにもかかわらず、年々増加しています。 

 育児の協力者がいない、精神科への受診歴

がある、精神科の治療を中断している、妊婦

自身に被虐待歴や虐待歴がある等、妊娠届出

の段階で既に厳しい背景が見え隠れしていま

す。そのため、妊娠届出の段階からしっかり

アセスメントし、支援を早期から開始するこ

とで保護者との関係を築き、孤立を防ぎ、支

援につなげることで、虐待予防、不安解消に

役立っています。 

 次に、二点目の、産後ケア事業の今後の取

組についてお答えします。 

 本市としては令和３年４月より産後ケア事

業を開始する予定にしていますが、宿泊型と

しては、出産後、身体的機能の回復に不安が

あり、退院後の育児に自信が持てないため、

退院を延長する形で利用する場合や、一旦退

院はしても、家庭での育児が思うようにいか

ず精神的に不安定となり、入院するという場

合を想定しています。 

 また、アウトリーチ型としては、要支援妊

婦のときから支援の必要な方を把握している

ので、産後の状況を見つつ、退院後も継続的

な支援が必要な場合は助産師や保健師が訪問

を行うことで支援できるようにと考えていま

す。また、妊婦の時点では把握できなかった

が、出産後に支援が必要と判断した場合は、

市担当保健師が医療機関と連携を取りつつ継

続の必要性を判断し、つないでいくことにな

ります。 

 最後に、デイサービス型としては、助産院

に委託する場合が多いのですが、近隣では委

託先が少ないため、来年度については宿泊型

とアウトリーチ型のみ委託する予定としてい

ます。今後、委託可能な施設ができれば、随

時検討していきます。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん、再

質問ありますか。 

 ５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）それでは、再質問させ

ていただきます。 

 その前に、産後ケアについて画像をご覧く

ださい。産後ケアの全国展開ということで、

令和３年の予算についているんですけれども。 

 先ほど部長からありましたように、宿泊型

とデイサービス型、アウトリーチ型というこ

とで、今回は、橋本市は宿泊型とアウトリー

チ型。デイサービス型は今後探していくとい

うことで、本当にこの産後ケア事業を取り組

んでいただけるということで、すごく感動し

ております。 

 まず、先ほど答弁にもありましたように、

妊娠届出の段階で支援の必要な家庭の掌握は

ほぼできるものですかということで、もう早

期から掌握されているとは思うんですけれど

も、産後ケアの対象になる方を全部掌握され

ているかどうか、お伺いします。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。 

 先ほどの答弁にもありましたように、平成
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29年度から子育て世代包括支援センターを立

ち上げています。このセンターでは妊娠期か

ら早期支援に力を注いできました。議員おた

だしの件については、妊娠届出の際には必ず

保健師が対応することになっています。支援

の必要性についてアセスメントする中で、大

半は掌握できていると感じています。 

 ただ、第２子以降の場合については、第１

子のときから継続して支援を行っていますの

で把握しやすいんですけども、初めての妊娠

のときはその情報がないために、なかなか把

握しにくいところもあります。ただ、そうい

うときの場合については、出産後の育児の様

子から支援が必要と医療機関が判断した場合、

情報を頂くこととなっています。 

 今後も支援がもれないように、妊娠期から

様々な機関と情報共有をしまして、不安があ

りがちながらも安心して子育てができるよう

に、支援の強化に努めていきたいと考えてお

ります。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）まず、産後ケアの中の

宿泊型についてお伺いします。産後ケア実施

予定の病院というのはどちらになりますか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）今のところ、

橋本市内で出産設備のある橋本市民病院と奥

村マタニティクリニックに委託を考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）二つの病院があるとい

うことで橋本市は恵まれていると思うんです

けれども、病床数の受入れは十分かどうか、

お伺いします。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）産後ケアのガ

イドブックの中でも空きベッドの利用という

ことで文章が入っております。産後ケアの宿

泊につきましては使用頻度はかなり低いと考

えておりますので、病床数を確保するという

ことになりますと病院経営にも影響が出てく

ると考えています。そのため、病院側や本人

との連絡を密にして受入れ状況を確認しつつ、

必要な病床を確保する形を取らざるを得ない

と考えています。 

 委託先が２か所となるために、対象者の把

握や状況把握を早急に行えば、必要なときに

スムーズにつなげられるのではないかと考え

ております。参考として、奥村マタニティク

リニックでは18床、橋本市民病院では26床が

あると聞いております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

 空きベッドを利用してということで、宿泊

となると、なかなかそんなに数はないかと思

いますが、利用者の情報共有とかケアの方向

性の確認とかを病院とどのように連携してい

く予定でしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）病院との連携

につきましては、利用者の情報共有やケアの

方向性については、産後ケア事業実施にあた

り事前に行うこととしております。また、利

用後につきましても、状況の変化等がありま

したら、病院側からも行政側からも連絡を取

り合うようにして、調整していく予定にして

おります。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）続いて、アウトリーチ

型についても同じことをお伺いします。アウ

トリーチ型が新たに必要な家庭を発見したと

きなども、利用者のアセスメントシート、カ

ルテみたいなものですけれども、それでつな

いでいくんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（吉田健司君）現在も妊娠届

出の段階で気がかりな妊婦さんにつきまして

は、答弁にもありましたように、アセスメン

トシートで情報を共有しております。アウト

リーチ型においてもアセスメントシートを利

用した形でつないでいく予定となっておりま

す。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

 では、支援の必要な方にどのように産後ケ

ア事業をつなげていくのでしょうか。具体的

に教えてください。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。 

 支援が必要ということで情報提供している

場合も、出産後に支援が必要と医療機関が判

断し情報提供をしていただく場合も、どちら

の場合であっても、市と医療機関が協議した

上で市が判断する形になります。その上で必

要と判断した場合、本人に申請書を記載して

もらって利用してもらう形となっております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

自己申請じゃないということですね。その辺

の状況というのは市が判断するということで

分かりました。 

 続いて、産後ケア事業の利用可能期間と自

己負担等について教えてください。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。 

 産後ケアの宿泊型につきましては、利用可

能期間を概ね産後２か月以内としております。

利用できる日数は通算６日間を限度としてい

ます。自己負担額としましては、住民税課税

世帯は１日6,000円、非課税世帯は3,000円、

生活保護世帯はゼロ円としています。 

 アウトリーチ型につきましては、利用可能

期間を概ね産後４か月以内として、利用でき

る回数は通算８回を限度としています。自己

負担額としましては、住民税課税世帯は１日

500円、非課税世帯は300円、生活保護世帯は

ゼロ円としております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

宿泊はかなり、6,000円というのは結構な額な

んですけれども、アウトリーチ型が500円とい

うことで、ワンコインで本当に不安を取り除

いていただけるようなケアが受けられるとい

うことで、安心いたしました。 

 あと、利用期間についてなんですけれども、

先ほどの答弁では、現行の出産直後から４か

月頃までの時期が、令和３年４月改定予定の

ガイドラインによりますと、出産後１年を経

過しない女子・乳児と定められているようで

す。 

 それはなぜかといいますと、例えば、24週

で生まれた低出生体重児については、生後４

か月の時点ではまだ入院が継続中というとい

うこともあって、退院した後、既に出産後４

か月を超過しているような場合があります。 

 また、産婦の自殺は産後５か月以降にも認

められるなど、産後１年を通じてメンタルヘ

ルスの重要性が高いことなどを踏まえ、対象

者が定められたとのことです。 

 なので、先ほどの答弁では、宿泊型が概ね

産後２か月以内、アウトリーチ型が概ね産後

４か月以内とのことですが、本市はどのよう

に、例外はあるのでしょうか、お答えくださ

い。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）今のご質問の

中で、令和３年４月改定のガイドラインにつ

いてはまだ見ていないんですけども、はっき

りと言えませんけども、答弁させていただき

ましたが、２か月以内、４か月以内と言いま
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したけども、それ以上ケアの必要な世帯につ

いては当然出てくると思っております。その

辺については、橋本市としては柔軟な体制で、

そういう方についてはケアしていく形を取り

たいと思っております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

本当に低体重児のお母さんはもう本当に安心

だなというふうに。かなり、やっぱり小さく

生まれたりなんかすると不安になるのは当た

り前ということで、橋本市子育て世代包括支

援センター「ハートブリッジ」は手厚いとい

うことで、本当にありがたいと思います。 

 あと、万が一、延長が必要と判断した場合

はどうなりますか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）延長が必要と

判断する場合の多くは、母親の身体的・精神

的な課題が継続支援が必要な場合と考えてお

ります。しかし、自己負担が高くなるし、経

済的な問題や家庭の状況等もあり、宿泊型を

延長するにも限度がありますので、退院後も

支援が必要と判断した場合は、センターで状

況を判断した上でアウトリーチ型につなげた

いと考えております。 

 それ以降も支援が必要と判断した場合につ

きましては、要フォローとして担当保健師が

引き継ぐ形になります。ただ、担当保健師の

支援にも限度がありますので、養育支援訪問

事業や母子保健推進員、家庭教育支援チーム

「ヘスティア」、民生委員・児童委員等、地域

の見守りなど必要な支援につなげることで支

援を広げて、継続が必要な家庭についてはで

きるだけケアを継続してやっていきたいと考

えております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）また、モニターのほう

をご覧ください。 

 今現在、切れ目のない支援ということで、

保健師・助産師ということで専門職の方がケ

ア事業でやっていただけるということで、今、

部長の答弁にありましたように、もしもそれ

で、それ以上に重い状態になった場合は、ヘ

スティアとか、この間の12月議会で聞かせて

いただいたような社会福祉士とかその他の専

門職とかにもつなげていけるということで、

相談支援がさらに強化されるということで、

ハートブリッジはそういった対応を素早くや

っていただけるということで、本当に安心だ

なというふうに感じました。ありがとうござ

います。 

 続いて、アウトリーチ型にはどのような方

が支援者として関わりますか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）アウトリーチ

型の支援者の件ですけども、現在、第１子に

対して新生児訪問を依頼している助産師・保

健師が７名おりますので、その方々に委託契

約を結んで継続支援につなげていきたいと考

えております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）保健師・助産師、７名

ということなんですけれども、サービスの質

の向上として、支援者への研修などは考えて

おられますか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）考えておりま

す。支援者には助産師及び保健師がいますけ

ども、民間で勤務しながら委託を受けてくれ

ている助産師は勤務先で、また、それ以外の

方については、市に研修案内が来たときに随

時情報提供をして研修の機会を設けるように

しております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）支援対象者についてな

んですけれども、先ほど答弁にもあったかと
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は思うんですけれども、孤独で単独で子育て

している、家族から十分な家事及び育児など

の援助が受けられないとの要綱の捉え方の確

認ということで、同居家族がいてる場合、産

後ケア事業の利用を認められないとか、同居

家族がいても産婦や新生児に対する支援が十

分に行うことができない場合も想定されると

思いますが、その場合の支援は可能ですか。

また、対象になりますか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。 

 同居家族のあるなしに関わらず、支援の必

要な方については対応していく予定にしてお

ります。また、入院中に支援が必要な場合は

病院側から情報提供してもらいやすいので、

退院後は対象者に対して啓発を届けにくい状

況になるため、新生児の出生連絡票というの

があるんですけども、それの提出の際に、乳

児健診時の場面とかには必ずパンフレットを

手渡す予定としております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

 パンフレット等で知らせていただけるとい

うことで、アウトリーチ型なんかは特に500

円という値段なので、本当に８回利用できる

ということで、安心がさらに膨らむのではな

いかなというふうに思います。 

 続きまして、スライドを。ここにあります

ように、出産や子育てに悩む父親支援、新規

ということなんですけれども、最近はイクメ

ンというような形で、お父さん、父親の子育

ての参加というのが大分進んできているよう

に思います。うちの子どもなんかもイクメン

をやっておりますが、その父親への支援の捉

え方はどうですか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）父親に対する

支援も行っております。また、必要に応じて

土日や夜の時間にも対応しております。その

数は年々、少ないんですけども増加傾向にあ

ります。 

 また、必要な知識の取得のための研修の企

画につきましても、今のところ、本センター

におきましては、妊娠期に実施しているママ

パパ教室の継続を考えています。市全体とし

ましても子育て支援センターや生涯学習課が

講座を開催しているため、必要に応じて案内

させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）次のスライドに移るん

ですけども、父親相談支援事業ということで、

父親が鬱になるというか、今現在、結構、家

でのワークとかいうことで、仕事で、コロナ

禍なので家にいることも多いかと思うんです

けれども、子育ての中で鬱になってしまった

りという、これから事業を展開していく中で

そういう、父親が鬱になるような事例も出て

くるのかなというふうにも思いますし、セー

フティーネットという形でこのような事業が

あるということで、安心かなということです。 

 さっきのお話では、パパママ教室というか、

そういうところでいろいろと父親の理解を、

子育ての知識を得るとか研修をするというよ

うなお話でしたけれども、もっと進んでいく

とピアサポート支援事業というのもありまし

て、ここに映っているのは男の人同士で子ど

もを連れて寄っているような状況で、そうい

った交流会みたいなものも取っていけるなら、

これから先、そういった機会も取っていただ

ければいいかなというふうに思いました。 

 本市の子育て世代包括支援センター「ハー

トブリッジ」は、これまでも妊娠期から18歳

まで切れ目のない支援をめざして、本当に早

くから一人ひとりを見守って、きめ細やかな

支援をしていただいていますが、先ほどのお
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話にもありましたように、出生数が減少して

いるにもかかわらず、支援を必要としている

妊婦の数が年々増加していることや、コロナ

禍で外出や飲食の規制が続き、人と会うこと

もままならず閉塞感が募る中で、特に、アウ

トリーチ型で自己負担額もかなり安く、専門

職の助産師や保健師が自宅へと足を運んでく

ださって、子育ての不安や悩みの相談ができ

るなんて、産婦や家族にとって本当に安心で

心強いことだと思います。 

 本年４月から、この産後ケア事業でより一

層、支援の充実と強化が図られることに大い

に期待いたしまして、１項目めの質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、

隅田中学校区の子どもたちの安全の確保に対

する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）隅田中学校区の子

どもたちの安全を確保するために について

お答えします。 

 まず、一点目の、通学路の安全性の確保に

ついてですが、本市では当該学校区に限らず、

通学路の安全を図るため、関係機関と連携し、

平成27年３月に橋本市交通安全プログラムを

策定しました。以来、関係機関である道路管

理者、交通安全管理者、青少年育成関係者等

で構成される通学路安全推進会議による合同

点検等を経て、安全対策を必要とする箇所ご

とに、歩道整備や防護柵設置などのハード対

策、交通規制や交通安全教育などのソフト対

策について、具体的な方策を掲載するととも

に、これを実施してきました。 

 その結果、令和３年２月末現在で、直近で

追加した８か所を含め合計99か所の要対策箇

所のうち、対策済みが73か所、対策中が10か

所、未対策箇所が16か所という状況になって

います。 

 なお、隅田中学校正門前の県道山内恋野線

についてはこのプログラムには未掲載ですが、

議員のご指摘のとおり、恋野橋の架け替えも

あって交通量が変化していくことも予想され

ますので、教育委員会としては通学路安全推

進会議に諮りながら、必要な対策についてこ

のプログラムに掲載できるよう検討してまい

ります。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

〔建設部長（奈良雅木君）登壇〕 

○建設部長（奈良雅木君）次に、二点目の、

県道山内恋野線の拡幅及び歩道の必要性につ

いてですが、国道24号以南の県道山内恋野線

については、恋野橋架け替え工事に関連する

区間にはセンターラインのある片側１車線道

路が整備され、西側には歩道が整備されてい

ます。しかしながら、それ以外の区間につい

ては道路が狭隘で、歩道が未整備の状況です。 

 現道の幅員としては、国道24号からＪＲ和

歌山線までの区間では、専ら車両の通行に要

することを目的とした道路の部分、いわゆる

車道が4.2ｍから5.3ｍであり、車道の構造を

防護する部分、いわゆる路肩が西側では1.1

ｍから1.7ｍ、東側では0.5ｍから0.7ｍになっ

ています。 

 一方、ＪＲ和歌山線から市道高橋中学校線

との交差点までの区間については、車道幅員

が4.3ｍから5.2ｍであり、路肩幅員について

は西側で0.4ｍから0.5ｍ、東側では0.5ｍから

１ｍであり、車両同士の擦れ違い時に安全な

歩行空間が確保できていない区間があると認

識しています。 

 和歌山県では、令和２年８月に橋本市区長

連合会から、当該区間が隅田中学校への通学

路として、ＪＲ踏切部を含む歩道がない区間

について早期歩道等の整備要望書が提出され
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たことを受け、市道高橋中学校線交差点より

北に約45ｍの付近から隅田中学校正門前まで

の約60ｍの区間の測量設計業務を１月下旬に

発注し、現地の測量作業を終え、歩行エリア

の確保に向け検討を進めているところと聞い

ています。 

 また、計画については、現道を東側に拡幅

し、西側に歩行エリアを確保することで、通

学時における子どもたちの安全性を確保して

いきたいとのことでした。 

 ほかの歩道が整備されていない区間につい

ては、人家が連檐していることから、沿道利

用者の協力が得られる範囲で、現道内にラバ

ーポールなどの構造物を設置し、車道と歩行

エリアの分離を行っていきたいとも聞いてい

ます。 

 今後、本市としても安心・安全な歩行空間

の確保に向け、和歌山県に対し働きかけてま

いりますので、ご理解のほどよろしくお願い

します。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん、再

質問ありますか。 

 ５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）再質問させていただき

ます。 

 まずは、教育委員会の方に、通学路安全推

進会議に諮りながら必要な対策について橋本

市交通安全プログラムに掲載できるよう検討

してくださるとのことですが、まず、プログ

ラムにまだ未掲載とのことでしたが、教育委

員会としては危険性をどの程度認識されてい

ますか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、今、議員お

ただしの箇所につきまして、区長連合会のほ

うから県宛てには要望書が出ておるというの

は、これはもう客観的なやはり危険性がある

ということでございます。そういう点におき

ましても、教育委員会としても、それについ

てはそういうふうに考えているところでござ

います。 

 ただ、学校のほうから直接この箇所がとい

うことでの要望は現時点では上がってきてお

りませんので、この点については今後また学

校側とも協議をしていく必要があると考えて

おります。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）私も現場のほうへ行か

せていただきまして、隅田中学校のほうにも

訪問させていただいて校長先生にもお話をち

ょっと伺いました。 

 校長先生のお話では、ダンプも通るし、交

通量は確実に増えていると感じるということ

で、他府県ナンバーの車も結構通るというこ

とで、かなり、地元の方はそんなにスピード

出されないんですけども、他府県ナンバーの

方は結構スピードも出てて飛ばしてくるよう

な車もあるということで、中学校のほうとし

てもダンプ対策ということで、子どもたちの

安全のために、当下校時にはダンプを避けて

ほしいというか通らないようにということで

お願いしたり、いつも朝とか下校時には校長

先生が正門のほうに立っておられるんですけ

れども、その場合には子どもに安全を呼びか

けるというようなことを、今そういう形で対

処していただいているようです。 

 このまま交通量が増加していくことを考え

ると、今のままではやっぱり不十分やろうな

ということで、いずれ校長先生のほうからも

お話があるかと思うんですけれども、対策を

講じてほしいということでした。 

 そこで、また質問なんですけれども、交通

安全プログラムというものなんですけども、

全国の交通安全プログラム、あちこちでそう

いうプログラムがなされていると思うんです

けども、どんなプロセスを経て実施して、実
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際に危険な箇所をちゃんと正していただける

というか、そういうもの、全体として、こん

な形で県とかに行って実施されるというよう

な、そういうことをちょっと教えてください。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、交通安全プ

ログラムを掲載していくプロセスということ

で、まず、通学路の安全を確保するために、

学校から要望等があった要対策の箇所につい

て、教育委員会、それから幼稚園を管轄して

おりますこども課、そして、道路管理者とい

うことで市の建設部、それから県の振興局の

建設部、国の和歌山河川国道事務所、そして、

交通安全の管理者ということで橋本警察署、

それからかつらぎ警察署、そして、市民の皆

さんで交通安全等について特にご尽力いただ

いております橋本市青少年育成市民会議の皆

さんで構成される通学路安全推進会議という

ところに諮らせていただいておるというとこ

ろでございます。 

 その中で出てきた項目について、どういう

ふうな対策が講じられるかということを協議

して、その上で、合同点検ということで実際

に現地のほうに出向きまして確認等をしてお

ります。その際には、学校長をはじめ学校関

係者も入っていただきまして、点検をしてい

く中で、最終的にこのプログラムに掲載して

いくという判断を頂いてございます。 

 このプログラムには、まず、安全指導であ

ったりとか、また、見守りを行う等のソフト

事業と、それから、道路照明やカーブミラー

の設置、横断歩道や道路標識の設置、歩道の

整備等のハード事業に大きく分けられまして、

基本的には、このプログラムに掲載いたしま

すと、原則全て実施していくという形にはな

っておるんですけども、それぞれ管理者がお

られます。国・県・市の道路管理者、それか

ら、信号等であれば警察等になってきますの

で、そちらのほうで予算措置をしていただく

中で対策を講じていっておるというのが全体

の流れとなっております。 

 この会議なんですけども、会議につきまし

ては一応、原則今２年に一度ということで開

催させていただいておるんですけども、やは

り緊急性がありますと、その都度開催してお

りますので、直近では１月に開催させていた

だいたんですけども、必要になってくると毎

年、またその都度というような形では実施し

ていきたいというふうに考えています。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

 緊急性があるものは上げていくということ

なんですけれども、隅田中学校の前の道の状

況としては緊急性があると判断されますが、

ここでは断定的には言えないかも分からない

んですけれども、今、99か所が上がっている

ということで、100か所目として一応、掲載さ

れたら実施は、いつとは言えないかとは思う

んですけれども、実施はされるというような

形になるんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）はい。一応このプ

ログラムに掲載していきますと、実施してい

くということになります。 

 しかし、ここの、先ほどの隅田中学校正門

前の県道につきましては、建設部長の答弁に

もありましたように、ある一定、県が一つの

考えというのをお示しされておると思います。

会議のメンバーの中には当然県の建設部も入

っておりますので、そういう中で、最終どう

いうふうになるかというのはこの会議の中で

決めていくわけなんですけども、やはり必要

な対策というものは掲載していくというふう

には考えております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。
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ぜひとも交通安全プログラムに掲載、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、建設部長にお伺いします。 

 今回中学校の正門前まで、南のほうから正

門前まで、区長会の要望を受けて拡幅されて、

東側が拡幅されて西側に歩道が延長されたと

いうことで、学校の真ん前ぐらいまでは歩道

がついたということなんですけれども、結構、

道幅は広がったんでしょうか。広がる計画に

なっているんでしょうか。何ｍぐらいとかそ

んなん、具体的には分かりませんか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）1.5車線というふう

に聞いております。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

 かなり広がったということで、東側の拡幅

ということは、地元の協力というのはもちろ

ん得られたということでよろしいでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）それは今の計画で

して、これから、測量が終わったところなの

で、計画をきっちりして地元へ下ろして、用

地交渉して進めていくというのが運びになり

ます。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）計画としてそういう形

で進んでいくということで、広がってありが

たいなというふうに思います。 

 それで、今、計画にない部分なんですけれ

ども、先ほど部長も答えていただいていた、

かなり細い部分というか、ＪＲの踏切部分も

細いですし、それから、中学校からＪＲのと

ころに行く道がかなり、５ｍぐらいしかない

ということで、あそこが一番、私も通った感

じでは細いなというふうに感じているんです

けれども、かなり残っているというか、区長

連合で出されたという内容としては、要望と

しては、先ほど部長が答えられたみたいに、

ＪＲの踏切部を含む歩道がない区間に早期歩

道の整備というふうになっているので、今回

で終わりではないはずですよね。 

 ということで、それが一つと、あと、歩道

のない部分なんですけれども、先ほどの県の

意向としては、現道内にラバーポールを設置

して車道と歩道を分離するというようなこと

ということで、それって拡幅なしでラバーポ

ールを立てるということは、さらに道幅が狭

くなるし、多分運転していて、ラバーポール

って赤いやつですよね。赤いやつが真ん中に

とかあったら、かなり運転するのも怖いよう

な状況で、多少歩道は確保されるかもわから

ないんですけども、別の危険性もあるという

ことを素人で思うんですけれども、そのあた

りで、子どもたちの安心・安全の確保のため

には、できれば拡幅して、全部とは言わない

んですけれども、拡幅した上で歩道を確保で

きるような形を取ったほうがいいというか、

そういった必要性はあるというふうに考えら

れますか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）今、議員おただし

のとおり、県がしようとしておるのは、現道

の路肩の部分に、ここからはもう危ないさか

い、こっちへ寄ったらあかんでという目安み

たいなものを建てて、ちょっとでも安全に歩

行者が歩行できるような空間をつくるという

ことです。 

 それから、これから、私の立場で言えるこ

ととしたら、確かに議員おただしのとおり、

恋野橋の架け替えが完了して供用されてから、

大型車両の交通量というのはすごく増えてお

ります。ただしながら、それについても通学

時間帯は多分時間規制がかかっていて通れな

い状況にはあると思いますけども、通常の時

間帯は通るということがある。そして、十分
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な幅員がとれていない箇所もあるのは事実で

すので、私としたら言えることとしたら、安

全・安心な、もう繰り返しになって申し訳な

いんやけども、歩行空間を確保できるように

県に対して強く働きかけをしてまいりたいと

思います、です。 

 そして、今後重要になってくるのは、周辺

の住民の皆さまとの合意形成というのも、も

うこれは絶対重要なことですので、そういう

意味合いでは私どもも県に協力は惜しまず、

一緒に動いていきたいというふうに考えます

ので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

同じ気持ちで県のほうに、合意形成は必要で

はあるけれども、そういった方向で動いてい

きたいというか、お気持ちを頂きまして本当

にありがたく思いますので、ぜひ要望してい

ただきまして、何とか隅田の子どもたちの安

心・安全のために、道が拡幅されまして歩道

が設置されますことをお祈りいたしまして、

私の質問を終わらせていただきます。本当に

ありがとうございました。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、４時５分まで休憩いたします。 

（午後３時53分 休憩） 

                     

 

                                           


